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た者の職氏名 

事 務 局 長 袴 田 光 雄 事 務 局 次 長 小 向 正 志 

臨 時 職 員 坂井田 五 月   

町 長 提 出 

議 案 の 題 目 

 １ 議案第４８号 おいらせ町特別職の職員の給料の臨時特例に関する条例の制定 

          について 

 ２ 議案第４９号 おいらせ町教育委員会教育長の給与の臨時特例に関する条例の 
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議 員 提 出 

議 案 の 題 目 

 

 

 

 

 

開 議 午前１０時０２分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会 議 録 署 名 

議 員 の 指 名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

７番  袴 田 信 男 議員 

 

８番  沼 端   務 議員 

 

議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

  

事務局長 

（袴田光雄君） 

 

 それでは、修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。ご着席ください。 

 

会議成立 

開会宣告 

佐々木議長  おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１５人です。定足数に達しておりま

すので、これより平成２５年第２回おいらせ町議会臨時会を開

会いたします。 
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  （開会時刻 午前１０時０２分） 

 

開議宣告 佐々木議長  直ちに本日の会議を開きます。 

 なお、９番吉村敏文議員は、本日、所用のため欠席との申し

出がありましたので報告いたします。 

 

議事日程報告 佐々木議長  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

会議録署名議

員の指名 

佐々木議長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、７番、袴田信男議員及び８番、

沼端 務議員を指名いたします。 

 

会期議題 佐々木議長  日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期決定の前に、議会運営委員長の報告を求めます。 

 委員長、演壇にてお願いします。 

 委員長。 

 

委員長報告 １４番 

（松林義光君） 

 議会運営委員会委員長報告をいたします。 

 去る６月２４日告示、本日招集されました平成２５年第２回

おいらせ町議会臨時会の会期について、本日、午前９時３０分

から議会運営委員会を開催し、審査した結果、本臨時会の会期

は、別紙配付の「会期及び審議予定表」のとおり、本日６月２

８日の１日とすることに決定いたしました。 

 何とぞ、議員各位のご理解とご協力を賜り、当委員会の決定

にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、委員長報告

といたします。 

 

 佐々木議長  議会運営委員長の報告が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日１

日といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  異議なしと認めます。 
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 よって、本臨時会の会期は、本日１日とすることに決しまし

た。 

 

諸般の報告 佐々木議長  日程第３、諸般の報告をいたします。 

 議長としての報告事項は、印刷をしてお手元に配付している

とおりです。ご了承ください。 

 なお、本臨時会の会期中は、町当局の協力を得て広報写真の

撮影をしてもらうため、担当係員が議場内に出入りすることの

許可を与えておりますので、各議員にご報告しておきます。 

 

議案の上程 佐々木議長  日程第４、議案の上程について。 

 議案第４８号から第５１号までの以上４件を上程いたしま

す。 

 町長から提案理由の説明を求めます。演壇にてお願いします。 

 町長。 

 

提案理由の 

説明 

町長 

（成田 隆君） 

 おはようございます。 

 議員各位には、本臨時会招集に当たり、何かとご多用の中、

ご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 

 それでは、本臨時会に提案いたしました議案の提案理由をご

説明申し上げます。 

 議案第４８号から第５１号まで、関連がありますので、一括

してご説明申し上げますが、いずれも国家公務員の給与減額支

給措置を踏まえての町としての給与削減に関する条例案であり

ます。 

 さきの定例会において、一般職の職員及び特別参事の給与削

減について提案いたしましたが、議員各位のご理解を得られず

否決されました。 

 しかしながら、このまま職員の給与削減がなされないとすれ

ば、財政運営上、町に与える影響は避けられず、また、東日本

大震災被災地の復興に向けての財源捻出に関し、被災地である

本町が反対するとなりますと、町民からの大きな批判も想定さ

れるところであります。 

 一方、その後の県内各自治体における給与削減の対処状況は、
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市部で１カ所提案が否決されたのみであり、大勢は国の意向が

浸透しているものと思います。 

 そこで、本再提案では、一般職員の給料月額を本年７月から

来年３月までの間、平均３．１％削減するとともに、本職を初

めとする三役の給料月額についても、既に１０％削減している

現行額を、同様の期間、さらに上乗せして削減することといた

しました。 

 その内容を申し上げますと、議案第４８号、おいらせ町特別

職の職員の給料の臨時特例に関する条例の制定については、本

職及び副町長の給料月額を５％減額して支給するものでありま

す。 

 次に、議案第４９号、おいらせ町教育委員会教育長の給与の

臨時特例に関する条例の制定については、教育長の給料月額を

５％減額して支給するものであります。 

 次に、議案第５０号、おいらせ町特別参事の給与の臨時特例

に関する条例の制定については、特別参事の給料月額を３．９％

減額して支給するものであります。 

 次に、議案第５１号、おいらせ町一般職の職員の給与の臨時

特例に関する条例の制定については、一般職の職員の給料月額

を平均３．１％減額するとともに、管理職手当を一律１０％減

額して支給するものであります。 

 以上、本臨時会に提案いたしました議案につきまして、その

提案理由を申し上げましたが、詳細につきましては、担当課長

に説明させますので、何とぞ慎重にご審議の上、議決いただき

ますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 佐々木議長  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 

 佐々木議長  日程第５、議案第４８号、おいらせ町特別職の職員の給料の

臨時特例に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 行政管財課長。 

 

当局の説明 行政管財課長  それでは、議案第４８号についてご説明申し上げます。 
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（田中富栄君）  その前に、議案第４８号から５１号まで、関連がありますの

で、その経緯について簡単にご説明を申し上げます。 

 地方公務員の給与削減については、国ではことし１月２４日

に公務員の給与改定に関する取扱いを閣議決定し、地方自治体

に国家公務員の給与減額措置に準じて必要な措置を講ずるよう

要請したところであります。 

 そして、地方公務員の給与削減分に相当する地方交付税の削

減をすることとしております。 

 今回の国の要請を受け、当町においても、本年７月から来年

３月までの間、特別職を初め、一般職の給与について減額して

支給する措置を講ずるため提案するものであります。 

 議案第４８号の内容につきましては、町長及び副町長の給料

月額は、平成２２年１０月から独自に１０％恒久的に削減して

いるところでありましたが、さらに５％限定的に減額して支給

する措置を講ずるため提案するものであります。 

 現在の給料月額は、町長は６６万４，０００円で、減額は３

万３，２００円、副町長は給料月額５３万円で、減額額は２６

万５，０００円となります。 

 以上で説明を終わります。 

 大変失礼しました。２万６，５００円となります。大変失礼

いたしました。 

 

 佐々木議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 ３番平野敏彦議員。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 今説明があった町長、副町長について、この減額の総額が幾

らか。それから、この減額された分については、交付税の加算

がなされるのか。この２点、お伺いします。 

 

 佐々木議長  答弁を求めます。 

 行政管財課長。 
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答弁 行政管財課長 

（田中富栄君） 

 平野議員にお答えをいたします。 

 町長の減額は９カ月でいくと２９万８，８００円、副町長は

２３万８，５００円となります。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向仁生君） 

 交付税の加算がなされるのかという質問ですけれども、これ

については、交付税の加算はございません。既にこの分を含め

て、一般職等含めて額が減額されて支給になることが決定され

ております。 

 以上です。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 

 ちょっと最後の答弁で、既に減額されて交付になるというふ

うな、そこをもうちょっと確認したいと思います。 

 

 佐々木議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向仁生君） 

 既に交付税が減額されているというのは、当初予算で積算さ

れておりました額から、国のほうから、この給与措置に関して

の減額ということで、既に２，２００万円ほど、一般職も合わ

せて減額になることがわかっております。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（平野敏彦君） 

 そうすると、先般の説明ですと、たしかこの額以下だったな

と。１，８５０万円ですか、職員については。国からの措置の

２，２００万円というのは、この差額というのは何ですか。交

付税が実際に、この前の説明ですと１，８５０万円が影響受け

ますよというふうなことで、今、国の交付税を減額するのが２，

２００万円ということは、さらにその額以上に交付税が減額さ

れてくるというふうな根拠、どういうふうな形になっているの

か。 
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 それから、もう１点は交付税の算定は今７月、たしか算定す

る時期だと思いますけれども、それによって基準財政需要額、

基準財政収入額、その差額が普通交付税として交付されるわけ

ですけれども、その交付税の算定がされる前に、国から頭で２，

２００万円減額になりますよというふうな、示されてきたその

積算……、どうしてこの２，２００万円というふうな形で額が

決定されたのか。この点についてもうちょっと詳しく説明いた

だきたいと思います。 

 

 佐々木議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（小向仁生君） 

 お答えいたします。 

 確かに、平野議員おっしゃるとおり、通常の交付税の算定に

関しては７月でございますけれども、この国家公務員の給与減

額に関して、地方公務員にも影響を及ぼしたその措置として、

通常の交付税のこの分減額となりますよというのが、もう既に

情報が入っておりまして、その額が全体で申しますと６，５０

０万円ほど目減りすると。 

 それに対して、国は、地域の元気づくり推進費をこの交付税

算定の中に取り込んでおりまして、この額を差し引いた額でも

って２，２２０万円ほどがうちのほうに交付税の減額に影響が

あるというふうなことであります。 

 先ほど１，８５０万円と言いましたけれども、それはあくま

でもさきの定例会において給与減額をした場合に１，８５０万

円が給与減額になるというふうなことで、当然、この前もそう

でしたけれども、その差額分については何百万円というのは当

然給与を削減して補塡しても目減りするというふうな状況にあ

ります。 

 以上です。 

 

 佐々木議長  ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  なしと認め、本件についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 
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 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第４８号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

 佐々木議長  日程第６、議案第４９号、おいらせ町教育委員会教育長の給

与の臨時特例に関する条例の制定についてを議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。 

 行政管財課長。 

 

当局の説明 行政管財課長 

（田中富栄君） 

 それでは、議案第４９号についてご説明申し上げます。 

 本案は、議案第４８号と同様、教育長の給与について減額し

て支給する措置を講ずるため、提案するものであります。 

 その内容は、給与月額４７万７，０００円から５％、２万３，

８５０円減額して支給するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  なしと認め、本件についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第４９号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 
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 佐々木議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

 佐々木議長  日程第７、議案第５０号、おいらせ町特別参事の給与の臨時

特例に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 行政管財課長。 

 

当局の説明 行政管財課長 

（田中富栄君） 

 それでは、議案第５０号についてご説明申し上げます。 

 本案は、議案第４８号と同様、おいらせ病院の特別参事、院

長のことでありますが、特別参事の給与について減額して支給

する措置を講ずるため、提案するものであります。 

 その内容は、給与月額６２万７，０００円から３．９％、２

万４，４５３円減額して支給するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  なしと認め、本件についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第５０号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

 佐々木議長  日程第８、議案第５１号、おいらせ町一般職の職員の給与の

臨時特例に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 
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 行政管財課長。 

 

当局の説明 行政管財課長 

（田中富栄君） 

 それでは、議案第５１号についてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第４８号と同様、一般職の職員の給与について

減額して支給する措置を講ずるため、提案するものであります。 

 その内容につきましては、一般職の給料月額から、それぞれ

の職務の給与に応じて１．９％、３．１％、３．９％減額して

支給するものであります。 

 また、管理職手当については、管理職手当の月額を一律１０％

減額して支給するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 佐々木議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  なしと認め、本件についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第５１号について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 佐々木議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

日程終了 佐々木議長  以上で、本臨時会の会議に付された事件は、全て議了いたし

ました。 

 次に、町長から発言したい旨の申し出がありましたので、こ

れを許します。 

 町長。 

 

 町長  議員各位には、ご多用のところご参集いただき、また提案い
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（成田 隆君） たしました議案を議決賜りまして厚くお礼申し上げます。 

 議案審議の過程でいただきましたご意見、ご提言を十分心し

て、努めてまいりたいと感じております。 

 議員各位におかれましても、一層のご理解、ご協力を賜りま

すようお願い申し上げますとともに、健康に留意されまして、

ますますご活躍されますようご祈念申し上げまして、簡単では

ございますが、閉会に当たっての挨拶といたします。 

 全員起立。どうもありがとうございました。 

 

閉会宣言 佐々木議長  これで会議を閉じます。 

 これをもちまして、平成２５年第２回おいらせ町議会臨時会

を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

 

 事務局長 

（袴田光雄君） 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 

 お疲れ様でした。 

 

  （閉会時刻 午前１０時２４分） 
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